
・更新設備の廃棄誓約書：設備の名称、他 （要領様式1）
・既存設備の処理委託証明
（マニフェストB2票以降、フロン回収証明、リサイクル券）
・太陽光発電設備 (使用前自己確認結果報告書

３.既存設備の廃棄処理

・添付資料 導入設備のカタログ、仕様書、（自己宣言書）
太陽光発電設備の留意事項

２. 申請時の添付資料と様式の記載方法

１.対象設備一覧表の見方

・新規対象になった設備の概要
・対象設備の要件と省エネ基準
*対象設備ごとの注意点

対象設備と留意事項



設備区分 設備種別 規格 概要 省エネ性能に関する基準

空調・換気設備
（更新のみ対象）

業務用エアコン
JIS Ｂ 8616（パッケージエアコ
ンディショナ）

室内の快適な空気調和を目的とし、空気の循環によって冷房（暖房を兼ねるものを含
む。）を行う、主として業務用の建物に用いられるように設計・製作されたエアコンディ
ショナ（冷房専用、冷房・暖房兼用及び冷房・電熱装置暖房兼用の総称）であって、
電動式の圧縮機、室内・室外熱交換器、送風機などを一つ又は二つのキャビネットに
収納したもので、空冷式のもの及び水冷式のもののうち、定格冷房標準能力が56kW
以下のもの。（リモコン・フード・化粧パネル含む）

省エネ基準達成率100％以上※1

一般用エアコン
JIS Ｃ 9612（ルームエアコン
ディショナ）

室内の快適な空気調和を目的とし、冷房、並びに空気の循環及び除塵を行うルーム
エアコンディショナ（暖房を兼ねるものを含む。）であり、圧縮式冷凍機・送風機などを
一つのキャビネットに内蔵した一体形で定格冷房能力が10kW以下のもの、圧縮式冷
凍機・送風機などを二つのキャビネットに内蔵した分離形で一台の室外機に一台の
室内機を接続した定格冷房能力が10kW以下のもの、圧縮式冷凍機・送風機などを
三つ以上のキャビネットに内蔵した分離形で一台の室外機に二台以上の室内機を接
続した定格冷房能力が28kW以下のもの。（リモコン・フード・化粧パネル含む）

省エネ基準達成率100％以上※1

ガスヒートポンプエアコン
JIS B 8627（ガスヒートポンプ
冷暖房機）

室内の快適な空気調和を目的として，都市ガス又は液化石油ガスを燃料とするガス
エンジンによって，蒸気圧縮冷凍サイクルの圧縮機を駆動し，かつ，暖房時にエンジ
ン排熱を回収利用するヒートポンプ式の冷暖房機であって定格冷房標準能力が85 
kW以下のもの。

省エネ基準達成率100％以上※1

換気装置（熱交換型）
JIS Ｂ 8628（全熱交換器）で
定める全熱交換器単体又は
全熱交換・換気ユニット

居住空間などの快適な空気調和における省エネルギーを目的とした、補助加熱（霜
取りを除く。）、冷却、加湿又は除湿部を除いた、給気及び排気の間で空気中の熱及
び水分の交換を行う、空気対空気の熱交換器を備えたもの。

熱交換率（全熱交換効率）60％以上

温風暖房機・ジェットヒー
ター

JIS Ａ 4003（温風暖房機）、
JIS Ｂ 8416（業務用油だき可
搬形ヒータ）

（温風暖房機） 主として暖房に用いる灯油、重油、都市ガス又は液化石油ガスを燃
料とする定格暖房能力18.6kW以上のもの。
（業務用油だき可搬形ヒーター） 灯油、軽油又は重油を燃料とし、燃料消費量が
0.7kg/h以上9kg/h以下の主として業務用に用いる車輪・持運び用の取っ手などがつ
いている移動が容易な構造のヒータであり、据置形でないもの。

最大効率［熱出力又は有効発熱量（kW）/
燃料消費量（kW換算）］85％以上

照明設備
（更新のみ対象）

業務用LED照明器具
（人感センサー付きのも
のを含む）

JIS Ｃ 8106（施設用LED照明
器具・施設用蛍光灯器具）で
定める施設用LED照明器具

施設の全般照明に使用する入力電圧が交流300V以下の差込みプラグ・引掛けシー
リングローゼットなどの接続器を使用しないで、電源の電線を接続するLED光源を主
光源とする照明器具及びライティングダクトに接続するためのプラグをもつライティン
グダクト用のLED光源を主光源とした照明器具（特殊用照明器具、移動灯器具、道路
及び街路照明器具・投光器、電球形LEDランプを使用した照明器具を除く）

省エネ基準達成率100％以上

一般用LED照明器具
（人感センサー付きのも
のを含む）

JIS Ｃ 8115（家庭用LED照明
器具・家庭用蛍光灯器具）で
定める家庭用LED照明器具

主として家庭で用いる入力電圧が交流100Vの電源に差込みプラグ・引掛シーリング
ローゼットなどによって容易に接続できるLED光源を主光源とする照明器具（防水照
明器具、移動灯器具、電球形LEDランプを使用した照明器具を除く）

省エネ基準達成率100％以上

非常時用照明器具
（非常灯・誘導灯）

JIL 5501（一般社団法人日本
照明工業会）に基づき適合と
評定されたLED光源を使用
する非常灯、JIL 5502（一般
社団法人日本照明工業会）
に基づき適合と認定された
LED光源を使用する誘導灯

（非常灯）火災などの災害発生による停電の場合に避難経路を照明するための全般
照明用の非常時用照明器具
（誘導灯）常用点灯モードの間及び火災などの災害発生による停電の際に避難口又
はそれへの通路を表示するための非常時用照明器具
ただし、法令（建築基準法・消防法等）に適合するものに限る。

更新前と比較して定格消費電力（W）
の改善が見込まれること

※1エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく、省エネ基準（トップランナー制度）がない場合は、エネルギー効率（通年エネルギー消費効率：ＡＰＦ、固有エネルギー消費効率：発光効率、年間
加熱効率、年間消費電力量の削減効果等）が更新前の設備より高くなっていること。

対象設備：既存設備を省エネ効果のある以下の設備へ更新（代替を含む）又は新設したもの

（別表）エネルギーコスト削減助成金 対象設備一覧表（１／６）令和７年度補正予算適用：令和８年３月16日から

１．設備区分・設備種別に該当すること
設備区分・種別及び概要に該当する設備機器

２．規格に示す規格（JIS/JRA/IEC、他）に適合した製品であること
指定される規格（試験規格含）に適合（カタログ・仕様書・メーカの自己宣言書、等）

３．概要に記載事項
概要に示す内容の製品であること。記載される “～を除く” (JIS規格外、他）に注意

４．省エネ性能に関する基準を満足
トップランナー制度の省エネ基準を満足、又はＳＩＩに登録されている設備
※仕様及び規格値は令和８年３月１６日時点の基準値とします（目標値は非適用）



設備 区分 設 備 種 別 申請のポイント

空調・換気
設備

業務用/一般用エアコン
<製品のJIS規格が異なります>

業務用（店舗・オフィス）、一般用（ルームエアコン）
仕様書でトップランナー基準（ＡＰＦ値）を満足すること
JIS規定外の大型設備は既存設備と比較しますガスヒートポンプエアコン(新規）

換気装置 全熱交換効率、熱交換率が基準値60%を満足すること

温風暖房機・ジェットヒーター 定格暖房能力÷燃料消費量、燃料消費効率85%以上

照明設備

業務（施設）用/一般用LED照明器具
       <JIS規格が異なります>

業務（店舗・施設）用は電気工事が必要なもの
一般（住宅）用は（引掛けシーリング/ローゼット）脱着式
省エネ性能(lm/W)を満足。投光器・道路用等に注意
認証・認定製品で定格消費電力の改善が見込めること
*常時点灯以外は使用時間と効果に注意

非常時用照明器具（非常灯/誘導灯）
<JIL5501/5502>

冷蔵・冷凍
設備

業務用/一般用冷蔵・冷凍庫 年間消費電力(kWh/年)と省エネ性能(％)を満足すること
*JIS規格に非該当設備（特殊用途品）に注意ショーケース

コンデンシングユニット、
ユニットクーラ

*プレハブ冷凍室は対象外（冷却ユニットのみ対象）
*使用する冷媒で性能が変わります。冷媒名を明記
セット商品はセット品で申請、空気調和型を除く

恒温設備

チラー(空調/設備用冷却水循環装置) 定格冷暖房能力÷消費電力が基準2.0以上

一般・業務用ヒートポンプ式給湯器
ヒートポンプ式（灯油・ガス除く）、
導入設備の保管湯量（缶数）、省エネ基準を満足すること

潜熱回収型給湯器（ガス・石油:新規） 家庭用ガス温水機器、高位発熱量基準94%以上も可

対象設備の区分と申請のポイント(Ⅰ)
更新

※エアコン等のトップランナー基準に“目標値”は判定の対象外とし、２０２５年基準の達成率を適用します



設 備 区 分 設 備 種 別 申請のポイント

恒温設備 高性能ボイラ
*本体と構成品のみ、付属設備を除く
定格出力46.5kW以上、ボイラ効率90%以上

熱電併給
設備

高効率コージェネレーション
蒸気・給湯設備の熱（回収）及び電力を供給、
総合効率７５%又は発電効率３０%以上を満足すること

電気制御
設備

変圧器（油入り/モールド変圧器）
*トランスのみ対象、単線結線図を添付
付属機器のJIS規格適用範囲に注意
トップランナー基準を満足すること

産業用モータ（ポンプ、送風・圧縮機）
モータ単体の省エネ基準を満足し、インバータ機能を
保有する設備（送水/送風効率、吐出効率で判定）
既存設備と比較して省エネ効果が認められること

加熱設備 工業炉（工業用燃焼炉、抵抗加熱炉） 連続式又はバッチ式燃焼・加熱炉、付属設備に注意

生産設備

工作機械（旋盤・フライス盤、他） *SII登録以外は、各JIS規格の機械分類番号を記載
*数値制御装置を保有すること
カタログ、（納入）仕様書、JIS規格適合宣言書を添付
*生産性向上指標年平均１％（又は10%）以上改善の
算出根拠を添付すること

プラスチック加工機械

プレス機械（サーボ、タレット、他）

ダイカストマシン

印刷機械（有版・デジタル印刷機） 印刷機械は単機能のコピー機等の印刷機を除く

建物付属
設備

断熱ガラス及びサッシ
<２０３０年基準は判定の対象外>

ガラスの省エネ性能を満足する単体及びサッシ
２０２４年度の省エネ基準をクリア
*対象外（勝手口ドア、網戸、格子、等の付属品）

更新

対象設備の区分と申請のポイント(Ⅱ)



申請に必要な資料（様式1-２号）

更新の場合の記載方法

S
II

補
助
対
象
設
備

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
基
準
設
備

S
II

補
助
対
象
外
設
備

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
基
準
無
い
設
備

導入設備の区分・種別、
名称・メーカー、型格

既存設備を含む
全項目を記載

トップランナー基準を満
たす場合には記載不要

要領様式１更新前設
備処理誓約書に記載

事務局で確認



申請に必要な資料（要領様式1号）

更新の場合の記載方法

廃棄設備の区分・種別、
名称・メーカー、台数

更新設備は、既存設備が解かる仕様書（又は取扱説明書の一部）と共に
廃棄誓約書の提出が必要です

１）導入設備が複数種になる場合には、設備ごとに作成してください
２）更新の場合は設備区分内での更新は可能とします
３）LED照明等規格適合の記載がない場合は自己宣言書を添付してください
４）見積書は導入設備の型番・型式等と構成品/工事費が解るように記載
５）型格が解らない場合は、仕様・性能を示すを作成してください（任意様式）

【記入上の留意点と添付資料】



発行者の情報

製品の情報

規格・保証追加情報

発行責任者
及び発行者情報

製品の適合自己宣言書は各メーカーのホームページで公開されています。
JIS規格の適合が確認できない場合は製造メーカーに依頼し、添付。

<参考資料> 申請に必要な資料



設 備 区 分 設 備 種 別 申請のポイント

エネルギー
管理設備

エネルギーマネジメントシステ
ム

エネルギー使用量の計測及び表示（モニタリング）とログの
保存機能及び保有する設備の制御機能を有すること

凍結防止ヒーター用節電器 給水・配管の凍結防止のためヒータ電力を自動制御すること

EV用充電器
JIS D 0115
電気自動車用語充電器

車両，電動機・制御装置及び電池に関するものを除く
土地の取得は対象外

発電設備 太陽光パネル及び付属設備

１kW～50kW未満の太陽光発電システム及び監視・蓄電設備
自家消費が目的の独立型
*システム図、対象設備を含む単線結線図を添付
*商用電力系統に接続の場合は50%以上を自家消費すること
*パワーコンディショナーの出力抑制は不可
*法規制により、１０kW以上の設置には、電気主任技術者の
専任と使用前自主確認結果を実施（実績報告時に添付）

風除室
JIS A 4702（ドアセット）、
JIS A 4706（サッシ）

手動開閉操作を行うスイング及びスライディングのドアセット及
びサッシによって構成され、玄関外側に設置する風や雪などを
避けるための前室

カーポート
JIS A 6604（金属製簡易車庫
用構成材）で定める簡易車庫

屋根及び柱で構成され，壁のない簡易的な駐車施設
土地の取得は対象外
*太陽光発電システムを設置する場合には、見積りを分離する

エントランス
ドア

JIS A 4702（ドアセット）、
JIS A 4706（サッシ）

手動開閉操作を行うスイング及びスライディングのドアセット及
びサッシによって構成される玄関ドア

対象設備の区分と申請のポイント(Ⅲ)
新設

※増設・機能の改善は対象外です



申請に必要な資料（様式1-２）

新設の場合の記載方法

発電システム以外
は記載不要

１）導入設備が複数種になる場合には、設備ごとに作成してください
２）見積書は導入設備の型番・型式等と構成品/工事費が解るように記載
３）ISO/IEC等の国際規格や英語版の場合には日本語版添付してください

【記入上の留意点と添付資料】

<発電設備記入例> <発電設備以外記入例>



太陽光発電設備の留意点（Ⅰ）

技術基準適合維持義務が拡大されて、小規模事業用電気工作物（１０kW～５０kW
未満）も技術者の選任・届出、使用前自己確認義務の対象になりました。

<施行日 令和５年３月２０日>

基礎情報の届出書
・電気主任技術者の選任、保安規定の届出
・使用前自己確認
（使用前自己確認結果届出書及び別紙）

経済産業省パンフレットから編集

太陽光発電システムでは、“自己消費率５０%以上”が要件です。
年間の発電量予測と自社内の使用量を加味した設置としてください。



《参考資料》

届出/使用前自己確認結果の提出サンプル

<全４頁>

太陽光発電設備の留意点（Ⅱ）

受付印があるものを実績報告時に提出してください。



廃棄区分 対象設備・機器 実施報告時の提出資料 保管・保存等 特記事項

中古売却/下取り 設備・機器及びユニット 売却伝票/引取証明書

有価売却品 金属類、電線/配管、等 売却伝票

産業廃棄物
廃プラスチック
ガラス/潤滑油、等
混合物

・処理委託契約書
・マニフェスト伝票 （B2票以降、
又は電子マニフェストの写し）

・飛散/流出防止処置
・E票までを5年間保存

*廃棄物処理法で規定す
る２０品目が対象

一般エアコン/冷蔵冷凍庫 リサイクル券（証明書）

フロン含有機器
業務用エアコン/冷凍・冷蔵庫
チラーユニット/コンプレッサー

フロン回収（引取り）証明書
マニフェスト伝票 （B2票以降、
又は電子マニフェストの写し） ・E票までを5年間保存

*資格保有する業者により
フロン回収後に撤去

水銀含有機器
蛍光放電管、蛍光ランプ
水銀ランプ

マニフェスト伝票 （B2票以降、
又は電子マニフェストの写し
（微少水銀含有物記述のもの）

・E票までを5年間保存
・分別/分離して保管

PCB含有機器
電源トランス
蛍光器具内のトランス

PCB分析結果報告書
引取票

・屋内保管
製造メーカーホームページ
*処分期限に注意

建設業
特定廃棄物

土砂/コンクリートガラ、等
設置・据え付け工事時の排出物

指定量以上の届出
アスベストの有無

・指定量内の保管
*工事前にアスベストの確
認が必要な場合もあります

事業系一般廃棄物 包装紙/マニュアル/カタログ等 ・飛散防止 市町村の基準により廃棄

<留意事項>
１.対象となる廃棄物と通常品をまとめて委託する場合には、対象品の写真を残す
2. リモコンの乾電池等は取外して市町村の指定（廃棄場、回収ボックス等）に基づき廃棄

既存の設備との入れ替えで発生する排出物の処理は廃棄物処理法
に基づき、適正に処理・処分が必要です

既存設備の廃棄について（Ⅰ）

業種指定廃棄物に注意



産廃マニフェストの回送ルート

*B２票以降の写しを完了報告時に添付
Ａ・Ｂ２・Ｄ・Ｅ票を５年間保存

*翌年６月末までにマニフェスト発行報告書
を県（地域振興局）、長野・松本市長に提出

施工事業者

施行事業者（見積もりに含まれる）を介して処理
する場合も管理は「排出者の責任」です

コンテナ等で自社の他の廃棄物と一緒に処理
を委託する場合には、写真を残してください

（電子マニフェストの場合は、管理表の写し、
マニフェスト発行報告は不要です）

法令上の罰則
１．法人 … ３億円以下の罰金、違反行為ごとの罰金
２．委託違反 … ５年以下の懲役若しくは１，000万円

以下の罰金、又はこの併科
３．マニフェスト未交付・無記載、保存違反

… １年以下の懲役又は100万以下の罰金

既存設備の廃棄について（Ⅱ）

収集運搬業者



既存設備の廃棄について（Ⅲ）

更新の場合には、既存設備を廃棄物処理法に基づき、適正に廃棄処理する。
処理後の廃棄証明（マニフェストB２票以降又は電子マニフェストの写し）、フロン回収証明
又はマニフェスト、リサイクル券の写しを提出していただきます。

１．契約：資格を保有する廃棄物収集運搬、中間処理、最終処分事業者と契約
２．一時保管： 引き渡しまでの間は、安全と飛散に配慮して適切に保管
３．引き渡し ： 委託伝票（マニフェスト）を発行してE票が規定内に戻るまで適切

に管理（１８０日以内）と５年間の保存
４．発行報告： 翌年６月末までにマニフェスト発行報告書を提出（地域振興局）

産業廃棄物処理手順（一部）

１．委託契約： 有資格事業者に回収を委託
２．引き渡し ： フロン回収マニフェストを発行してE票まで管理と５年間の保存

フロン回収・処理の確認
<対象：業務用エアコン/冷蔵庫、コンデンシングユニット、チラー、コンプレッサ>

*家庭用エアコン、冷蔵庫はリサイクル券を購入して処理を委託してください

フロン使用機器の廃棄時はフロンガスの回収を！

冷凍・冷蔵機器に使用されているフロンの温暖化係数は二酸化炭素の約１，０００
～４,000倍です。更新のための撤去・解体前に必ず指定業者に依頼して、回収後
に証明書の写しを提出、原本を保管してください。



既存の設備との入替えで回収するフロン類は
排出抑制法に基づき、適正に処理・処分を行う

フロン回収工程管理表

一社）日本冷媒・環境保全機構編 (TEL 026-235-4301)

既存設備の排出者
排出場所

回収運搬事業者

中間処理事業者

最終処分事業者

*フロン類の廃棄では、回収後にリサイクル使用
の場合があります。

既存設備の廃棄について（Ⅳ）



既存設備の廃棄について（Ⅴ）

既存設備の蛍光灯・水銀ランプには微少水銀が含有しています。対象品を
保管、産業廃棄物として処理を委託する場合に必要です。（水銀別措置法）

《例
》

水銀は蛍光放電管/水銀ランプ、蛍光管ディスプレイ（TV)、スイッチ/リレー他に含まれます

《参考》
*水銀ランプは２０２０年１２月で製造が中止され、蛍光管は２０２７年終了です

水銀による環境の汚染の防止に関する法律に沿って廃棄処分

*蛍光管/水銀ランプは破損すると水銀ガスが飛散しますので、取り扱いに注意

《水銀含有製品の廃棄》
１. 「水銀含有廃棄物」の収集運搬及び処理/処分は許可を得た事業者に委託
２．対象物の保管は他の廃棄物と分けて、仕切りを設ける等を行い、保管する
３.マニフェストの種類欄に「水銀含有廃棄物」が含まれることを記載する。

環境省パンフレットから編集



マニフェストの例
廃棄物を処理・処分事業者に委託する場合には契約と
「マニフェスト」による取引が義務付けられています。

既存設備の排出者
排出場所

排出者のサイン

排出物の種類及び
重量又は容量

収集運搬事業者

中間処理事業者

最終処分事業者

蛍光灯・水銀灯など水銀含有物の場合

既存設備の廃棄について（Ⅵ）
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